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都道府県協会長 殿

（公社）全国→ I業協会連合会

政策推進委員長 小 林

森林の土地所有者となった旨の届出制度について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、本会の会務運営に際し格別のご尽力を賜り感謝申し上げます。
さて、森林法第10条の7の2に基づく「森林の土地の所有者となった旨の届出」が

平成24年4月1日に施行され、個人・法人、 面積に関わらず、 売買契約の他、 相続、
贈与、法人の合併等により、新たに森林の土地の所有者となった場合、土地の買受者や

相続人が届出を行うこととされております。
今般、林野庁より本会宛に、本制度に係る周知依頼がございました。
つきましては、下記のとおり関連資料をご送付いたしますので、傘下会員に周知いた

だきますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬 具

記

1. 森林の土地の所有者届出制度の概要パンフレット …… 1部

※ご周知の際には、林野庁ホー ムペー ジも併せてご案内ください。
http://wv. 咽.rinya.maff.go. jp/j/keikaku/todokede/ 

以 上

http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/





